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市からの連絡帳

 国保・年金 

■国民健康保険料納入通知書
を送付
　国民健康保険料は、皆さんの医療
費をお支払するための貴重な財源で
す。納期限内に必ず納付するようご
協力ください。
興保険料の年金天引き（特別徴収）
　次の①～③のすべてに該当の方
は、原則、年金天引きで保険料を納
めていただきます。
①世帯主が国保の加入者であること
②国保の加入者全員が６５歳以上７５歳
未満であること
③特別徴収対象年金が年額１８万円以
上あり、かつ介護保険料と合わせて
年金額の２分の１を超えないこと
　該当する方は、納入通知書でお知
らせしています。該当されない方
と、今年度中に世帯主が７５歳到達に
より長寿医療制度（後期高齢者医療
制度）へ移行する場合は、納付書や
口座振替で納めていただきます。
興年金天引きから口座振替への変更
　年金天引きの対象になった方でも
口座振替による納付を選択すること
ができます。
◎以前口座振替だった方
　納入通知書に同封の「納付方法変
更依頼書」に記入し、健康年金課（田
無庁舎２階）へ申請してください（郵
送可）。
◎新規に口座振替を申し込む方
　金融機関などで手続きした後「口
座振替依頼書（本人控）」を持参し、
申請してください。郵送を希望する
方は、必ず「口座振替依頼書（本人
控）」のコピーを同封して郵送してく
ださい。
　いずれも７月中の申請により、１０
月分から年金天引きを停止します。

　８月以降も申請は受け付けます
が、申請の時期により１２月分以降の
年金からの変更となります。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■国民健康保険限度額適用認
定証、限度額適用・標準負担額
減額認定証の更新な

ど

　医療機関で１か月に支払った窓口
負担が自己負担限度額を超えた場
合、その超えた分が後で高額療養費
として支給されますが、国民健康保
険に加入し、保険料の滞納がない７０
歳未満の方が入院したとき、「限度
額適用認定証」（住民税非課税世帯の
方は「限度額適用・標準負担額減額
認定証」）を医療機関に提示すること
により、入院時の１か月に支払う窓
口負担は自己負担限度額までとなり
ます。
　自己負担限度額は毎年の所得によ
り決定し、有効期限は７月末日まで
です。現在、認定証をお持ちの方も
申請による更新が必要となります。
　なお、７０歳以上の方は、「高齢受給
者証」を提示することで同様の窓口
負担となります（住民税非課税世帯
の方は「標準負担額減額認定証」の
申請をしてください）。
　高額療養費および出産育児一時金
の支給が見込まれる方に、支給を受
けるまでの間に必要な資金の貸付け
を行っています。
興高額療養費資金貸付
　高額療養費の支給が見込まれる世
帯主の方へ、支給見込額の８割以内
の資金を貸し付ける制度がありま
す。
　対 高額療養費の支給対象となる療養
を受けた方で、当該療養費用の請求
を医療機関などから受けた方、また
はその費用を支払った方。
□償還方法　保険審査後に支給され

る高額療養費の中から精算します。
興出産費資金貸付
　出産後に「出産育児一時金」の支
給が見込まれる方で、出産予定日前
に出産に要する費用が必要となった
ときに、一時金の支給額の８割以内
の資金を貸付ける制度があります。
　対 ①一時金の支給が見込まれる出産
予定日まで１か月以内の方　②一時
金の支給が見込まれる妊娠４か月以
上の方で、その出産費用の請求を医
療機関などから受けた方、または支
払った方。
□償還方法　出産後に支給される一
時金の中から精算します。
　なお、出産予定日まで１か月以内
で、出産する医療機関の了解をいた
だける方は、出産後支給する一時金
を医療機関に直接振り込むことがで
きる制度もあります。
□申請窓口　健康年金課
　　　　　　（田無庁舎２階）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■後期高齢者医療保険料額決定
通知書（兼納入通知書）を送付
　保険料の計算は、２０年中の所得に
基づいて２１年度の保険料を計算し、
「後期高齢者医療保険料額決定通知
書」を７月中旬以降にお送りします。
興年金天引きの方
　２０年中の所得による保険料の決定
通知書を郵送します。
決定額－仮徴収済分（４・６・８月）
＝１０・１２・２月の年金額から引かれ
る額
興年金から天引きでなかった方
　７月中旬に「後期高齢者医療保険
料決定通知書兼納入通知書」を郵送
します。納付書は７～２月までの８
期に分けてお支払いただきます。
　納付期間は、毎月の月末までに近
くの金融機関などでお支払くださ
い。
　自動支払を希望される方は、同封
の「預金口座振替（自動払込）依頼
書」により金融機関での手続きが必
要です。

　第１期（納期限７月３１日）はお近
くの金融機関などでお支払くださ
い。第２期（納期限８月３１日）以降
口座振替（自動払込）の開始が可能
となります。
◎２月１日以降に長寿（後期高齢者）
医療制度に加入された方および転入
などされた方、平成２０年度の所得が
更正された方には、平成２１年度の
「後期高齢者医療保険料額決定通知
書」のほかに、随時賦課用の「後期
高齢者医療保険料額決定通知書」を
郵送しています。納期は、７月３１日
の１回です。平成２１年度の保険料と
あわせて納付をお願いします。
　「東京いきいきネット」で情報提供
を行っています。
　HP http://www.tokyo-ikiiki.net
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

 税 

■家屋調査にご協力を
　下記の期間中に新築・増改築した
家屋は、平成２２年度から固定資産
税・都市計画税の課税対象となりま
す。
　市では税額の基となる家屋の評価
額を算出するため家屋調査を行なっ
ています。
　対 平成２１年１月２日～平成２２年１月
１日に新築・増改築した家屋
興家屋調査　資産税課職員が対象の
家屋を訪問し、家屋の内装・外装（屋
根・外壁・天井な

ど）および住宅設備
（風呂・トイレな

ど）を調査します。
興調査日時　調査対象となる家屋の
所有者には、事前に書面でお知らせ
します。書面が届きましたらご連絡
ください。都合の良い日に、調査に
伺います。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■認定長期優良住宅に係る固
定資産税の減額
　平成２１年６月４日～平成２２年３月
３１日までの間に、認定長期優良住宅
を新築した場合、当該住宅に係る固

　市では、４月１０日晶に給付対象となる世帯の世帯主（外国人登録さ
れている方は本人）あてに申請書を発送し、４月１３日捷の受付開始日
以降順次支給を行っています。まだ、申請がお済みでない方は、１０月
１３日昇（消印有効）までに郵送で申請してください。
※申請書類などについては、給付事業にのみ使用し、適法かつ適切な
管理・保管・廃棄を行います。

「定額給付金」・「子育て応援特別手当」
の申請はお済みですか？

■子育て応援特別手当
□必要書類　①子育て応援特別手当支給申請書　②申請者本人の確認
書類（運転免許証、旅券な

ど）の写し　③振込先口座の金融機関名・口
座番号・口座名義人（カナ）がわかる通帳またはキャッシュカードの
写し
□給付方法　給付決定後、指定の金融機関口座へ振り込みます。事前
に振込日などを記載した「子育て応援特別手当支給決定通知書」を送
付します。※ゆうちょ銀行は、一般の金融機関より振込みに時間がか
かります。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

「振り込め詐欺」にご注意ください！　市が現金や手数料の振り込み
を要求することは絶対にありませんので、十分にご注意ください。

■定額給付金
□必要書類　①定額給付金申請書　②申請者本人の確認書類（運転免
許証、旅券な

ど）の写し　③振込先口座の金融機関名・口座番号・口座
名義人（カナ）がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
□給付方法　給付決定後、指定の金融機関口座へ振り込みます。事前
に振込日などを記載した「定額給付金給付決定通知書」を送付します。
※ゆうちょ銀行は、一般の金融機関より振込みに時間がかかります。
◆定額給付金担当 　保 （定額給付金専用ダイヤル札４２１－２２０２）

□入院時食事および生活療養標準負担額

生活療養標準負担額
（療養病床に入院する 

場合）

食事療養   
標準負担額

自己負担額（月額）
負担
区分所得区分 （外来＋入院）

世帯ごと
外来

（個人ごと）

１食２１０円（居住費）
１日３２０円

直近１２か月で
９０日を超える入院

９０日まで
の入院２４,６００円

８,０００円１割

低所得衛
１食１６０円１食２１０円

１食１３０円（居住費）
１日３２０円１食　１００円

１５,０００円
低所得英

１食１００円１食　１００円（老齢福祉年
金受給者）

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
　後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は７月３１
日晶までです。現在、認定証をお持ちの方で、８月１日松から該当される
方は、７月下旬ごろ郵送します。
　対 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が１割負担の方
①低所得衛…世帯員全員が住民税非課税の世帯に属する方
②低所得英…世帯員全員が住民税非課税であって、年金収入８０万円以下
（その他の所得がない）の方および老齢福祉年金受給者
　現在、認定証をお持ちでない方で、上記に該当の方は申請が必要です。
　認定証を入院の際に提示することにより食事代と保険適用の負担が減額
されます。
※認定証…後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
　広域連合では、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）について、「東京い
きいきネット」　HP http://www.tokyo-ikiiki.netで情報提供を行っています。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）


